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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板に設けられたソース電極及びドレイン電極と、上記のソース電極及びド
レイン電極間の電流通路になるチャネルとを備えた電界効果トランジスタを有し、検出対
象物質を検出するためのセンサであって、
　該電界効果トランジスタが、
　該検出対象物質と選択的に相互作用をする特定物質を固定するための相互作用感知ゲー
トと、
　該相互作用を該電界効果トランジスタの特性の変化として検出するべく電圧を印加され
るゲートとを有し、
　該相互作用感知ゲートが、電圧を印加されるゲートとは異なる他のゲートであり、
　該他のゲートが、該基板の表面側に設けられたトップゲート又は該基板表面のチャネル
側面に設けられたサイドゲートであり、
　該チャネルが、カーボンナノチューブで構成され、
　該カーボンナノチューブが、室温において該ソース電極及びドレイン電極の間に弛んだ
状態で設けられており、
　該チャネルが絶縁性部材で被覆されている
ことを特徴とする、センサ。
【請求項２】
　基板と、該基板に設けられたソース電極及びドレイン電極と、上記のソース電極及びド
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レイン電極間の電流通路になるチャネルとを備えた電界効果トランジスタを有し、検出対
象物質を検出するためのセンサであって、
　該電界効果トランジスタが、
　該検出対象物質と選択的に相互作用をする特定物質を固定するための相互作用感知ゲー
トと、
　該相互作用を該電界効果トランジスタの特性の変化として検出するべく電圧を印加され
るゲートとを有し、
　該相互作用感知ゲートが、電圧を印加されるゲートとは異なる他のゲートであり、
　該他のゲートが、裏面側に設けられたバックゲートであり、
　該チャネルが、カーボンナノチューブで構成され、
　該カーボンナノチューブが、室温において該ソース電極及びドレイン電極の間に弛んだ
状態で設けられており、
　該チャネルと該相互作用感知ゲートとの間に、低誘電率の絶縁性材料の層が形成されて
いる
ことを特徴とする、センサ。
【請求項３】
　該カーボンナノチューブの電気特性が半導体的性質を有する
ことを特徴とする請求項１または２に記載のセンサ。
【請求項４】
　基板と、該基板に設けられたソース電極及びドレイン電極と、上記のソース電極及びド
レイン電極間の電流通路になるチャネルとを備えた単一電子トランジスタを有し、検出対
象物質を検出するためのセンサであって、
　該単一電子トランジスタが、
　該検出対象物質と選択的に相互作用をする特定物質を固定するための相互作用感知ゲー
トと、
　該相互作用を該単一電子トランジスタの特性の変化として検出するべく電圧を印加され
るゲートとを有し、
　該相互作用感知ゲートが、電圧を印加されるゲートとは異なる他のゲートであり、
　該他のゲートが、該基板の表面側に設けられたトップゲート又は該基板表面のチャネル
側面に設けられたサイドゲートであり、
　該チャネルがカーボンナノチューブで構成され、
　該カーボンナノチューブが、室温において該ソース電極及びドレイン電極の間に弛んだ
状態で設けられており、
　該チャネルが絶縁性部材で被覆されている
ことを特徴とする、センサ。
【請求項５】
　基板と、該基板に設けられたソース電極及びドレイン電極と、上記のソース電極及びド
レイン電極間の電流通路になるチャネルとを備えた単一電子トランジスタを有し、検出対
象物質を検出するためのセンサであって、
　該単一電子トランジスタが、
　該検出対象物質と選択的に相互作用をする特定物質を固定するための相互作用感知ゲー
トと、
　該相互作用を該単一電子トランジスタの特性の変化として検出するべく電圧を印加され
るゲートとを有し、
　該相互作用感知ゲートが、電圧を印加されるゲートとは異なる他のゲートであり、
　該他のゲートが、裏面側に設けられたバックゲートであり、
　該チャネルがカーボンナノチューブで構成され、
　該カーボンナノチューブが、室温において該ソース電極及びドレイン電極の間に弛んだ
状態で設けられており、
　該チャネルと該相互作用感知ゲートとの間に、低誘電率の絶縁性材料の層が形成されて



(3) JP 4669213 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

いる
ことを特徴とする、センサ。
【請求項６】
　該カーボンナノチューブに欠陥が導入されている
こと特徴とする、請求項４または５に記載のセンサ。
【請求項７】
　該カーボンナノチューブの電気特性が金属的性質を有する
ことを特徴とする、請求項４～６のいずれか１項に記載のセンサ。
【請求項８】
　該チャネルが、該基板から離隔した状態で上記のソース電極及びドレイン電極間に装架
されている
ことを特徴とする、請求項１～７のいずれか１項に記載のセンサ。
【請求項９】
　該基板が、絶縁性基板である
ことを特徴とする、請求項１～８のいずれか１項に記載のセンサ。
【請求項１０】
　該チャネルと該電圧を印加されるゲートとの間に、高誘電率の絶縁性材料の層が形成さ
れている
ことを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載のセンサ。
【請求項１１】
　該相互作用感知ゲートに、該特定物質を固定化した
ことを特徴とする、請求項１～１０のいずれか１項に記載のセンサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電界効果トランジスタ及び単一電子トランジスタ、並びにそれを用いたセン
サに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）及び単一電子トランジスタ（ＳＥＴ）は、ゲートに入
力される電圧信号を、ソース電極あるいはドレイン電極から出力される電流信号に変換す
る素子である。ソース電極とドレイン電極との間に電圧を加えると、チャネルに存在する
荷電粒子がソース電極とドレイン電極との間を電界方向に沿って移動し、ソース電極ある
いはドレイン電極から電流信号として出力される。
【０００３】
　この際、出力される電流信号の強さは荷電粒子の密度に比例する。絶縁体を介してチャ
ネルの上方、側面、あるいは下方などに設置したゲートに電圧を加えると、チャネルに存
在する荷電粒子の密度が変化するため、これを利用して、ゲート電圧を変化させることに
より電流信号を変化させることができる。なお以下、電界効果トランジスタと単一電子ト
ランジスタとを区別せずに述べる場合、単に「トランジスタ」という。
【０００４】
　現在知られている、トランジスタを用いた化学物質検出素子（センサ）は上に述べたト
ランジスタの原理を応用したものである。具体的なセンサの例としては、特許文献１に記
載されているものが挙げられる。特許文献１には、トランジスタのゲートに検出すべき物
質と選択的に反応する物質を固定化した構造を有するセンサが記載されている。検出すべ
き物質とゲートに固定化された物質との反応によるゲート上の表面電荷の変化により、ゲ
ートにかかる電位が変化するため、チャネルに存在する荷電粒子の密度が変化する。これ
によって生じるトランジスタのドレイン電極あるいはソース電極からの出力信号の変化を
読み取ることによって、検出すべき物質を検出することができる。
【０００５】
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【特許文献１】特開平１０－２６０１５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながらこのようなセンサは、例えば極めて高感度の検出感度を要する抗原－抗体
反応を利用した免疫センサなどへの応用を考えた場合、検出感度に技術的制限があり実用
化に至っていない。
　本発明は、上記の課題に鑑みて創案されたもので、高感度の検出感度が要求される検出
対象物質の検出を可能としたセンサを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の発明者らは、トランジスタを用いて検出対象物質を検出するためのセンサにお
いて、該トランジスタが、ソース電極、ドレイン電極、及びチャネルのほかに、該検出対
象物質と選択的に相互作用をする特定物質を固定するための相互作用感知ゲートと、該相
互作用を該トランジスタの特性の変化として検出するべく電圧を印加されるゲートとを有
することにより、該検出対象物質を高感度に検出することが可能であることを見出し、本
発明を完成させた。
【０００８】
　即ち、本発明のセンサは、基板と、該基板に設けられたソース電極及びドレイン電極と
、上記のソース電極及びドレイン電極間の電流通路になるチャネルとを備えた電界効果ト
ランジスタを有し、検出対象物質を検出するためのセンサであって、該電界効果トランジ
スタが、該検出対象物質と選択的に相互作用をする特定物質を固定するための相互作用感
知ゲートと、該相互作用を該電界効果トランジスタの特性の変化として検出するべく電圧
を印加されるゲートとを有し、該相互作用感知ゲートが、電圧を印加されるゲートとは異
なる他のゲートであり、該他のゲートが、該基板の表面側に設けられたトップゲート又は
該基板表面のチャネル側面に設けられたサイドゲートであり、該チャネルが、カーボンナ
ノチューブで構成され、該カーボンナノチューブが、室温において該ソース電極及びドレ
イン電極の間に弛んだ状態で設けられており、該チャネルが絶縁性部材で被覆されている
ことを特徴とする（請求項１）。
　また、本発明の別のセンサは、基板と、該基板に設けられたソース電極及びドレイン電
極と、上記のソース電極及びドレイン電極間の電流通路になるチャネルとを備えた電界効
果トランジスタを有し、検出対象物質を検出するためのセンサであって、該電界効果トラ
ンジスタが、該検出対象物質と選択的に相互作用をする特定物質を固定するための相互作
用感知ゲートと、該相互作用を該電界効果トランジスタの特性の変化として検出するべく
電圧を印加されるゲートとを有し、該相互作用感知ゲートが、電圧を印加されるゲートと
は異なる他のゲートであり、該他のゲートが、裏面側に設けられたバックゲートであり、
該チャネルが、カーボンナノチューブで構成され、該カーボンナノチューブが、室温にお
いて該ソース電極及びドレイン電極の間に弛んだ状態で設けられており、該チャネルと該
相互作用感知ゲートとの間に、低誘電率の絶縁性材料の層が形成されていることを特徴と
する（請求項２）。
　これらのセンサによれば、トランジスタの伝達特性が最高感度となる状態で該相互作用
の検出を行なうことができるので、センサを高感度にすることができる。
【０００９】
　また、本発明の別のセンサは、基板と、該基板に設けられたソース電極及びドレイン電
極と、上記のソース電極及びドレイン電極間の電流通路になるチャネルとを備えた単一電
子トランジスタを有し、検出対象物質を検出するためのセンサであって、該単一電子トラ
ンジスタが、該検出対象物質と選択的に相互作用をする特定物質を固定するための相互作
用感知ゲートと、該相互作用を該単一電子トランジスタの特性の変化として検出するべく
電圧を印加されるゲートとを有し、該相互作用感知ゲートが、電圧を印加されるゲートと
は異なる他のゲートであり、該他のゲートが、該基板の表面側に設けられたトップゲート
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又は該基板表面のチャネル側面に設けられたサイドゲートであり、該チャネルが、カーボ
ンナノチューブで構成され、該カーボンナノチューブが、室温において該ソース電極及び
ドレイン電極の間に弛んだ状態で設けられており該チャネルが絶縁性部材で被覆されてい
ることを特徴とする（請求項４）。また、本発明の別のセンサは、基板と、該基板に設け
られたソース電極及びドレイン電極と、上記のソース電極及びドレイン電極間の電流通路
になるチャネルとを備えた単一電子トランジスタを有し、検出対象物質を検出するための
センサであって、該単一電子トランジスタが、該検出対象物質と選択的に相互作用をする
特定物質を固定するための相互作用感知ゲートと、該相互作用を該単一電子トランジスタ
の特性の変化として検出するべく電圧を印加されるゲートとを有し、該相互作用感知ゲー
トが、電圧を印加されるゲートとは異なる他のゲートであり、該他のゲートが、裏面側に
設けられたバックゲートであり、該チャネルがカーボンナノチューブで構成され、該カー
ボンナノチューブが、室温において該ソース電極及びドレイン電極の間に弛んだ状態で設
けられており、該チャネルと該相互作用感知ゲートとの間に、低誘電率の絶縁性材料の層
が形成されていることを特徴とする（請求項５）。これらのセンサによれば、トランジス
タの伝達特性が最高感度となる状態で該相互作用の検出を行なうことができるので、セン
サを高感度にすることができる。
【００１０】
　また、該チャネルは、カーボンナノチューブで構成されることにより、センサの感度を
より向上させることができる。
【００１１】
　また、上記の電界効果トランジスタが有するカーボンナノチューブの電気特性は、半導
体的性質を有することが好ましい（請求項３）。
　また、上記の単一電子トランジスタが有するカーボンナノチューブは、欠陥が導入され
ていることが好ましい（請求項６）。これにより、カーボンナノチューブ中に量子ドット
構造を形成することができる。
　また、上記の単一電子トランジスタが有するカーボンナノチューブの電気特性は、金属
的性質を有することが好ましい（請求項７）。
【００１２】
　上記センサでは、該相互作用感知ゲートが、電圧を印加されるゲートとは異なる他のゲ
ートであることにより、簡単な構成でトランジスタを構成することができる。
【００１３】
　また、上記センサでは、上記の他のゲートは、該基板の表面のチャネル上面に設けられ
たトップゲート、該基板表面のチャネル側面に設けられたサイドゲート、及び裏面側に設
けられたバックゲートのいずれかであることから、検出時の操作を簡単に行なうことがで
きる。
【００１４】
　また、該チャネルは、該基板から離隔した状態で上記のソース電極及びドレイン電極間
に装架されていることが好ましい（請求項８）。これにより、相互作用感知ゲートとチャ
ネルとの間の誘電率が低くなり、相互作用感知ゲートの電気容量を小さくできるため、感
度よく検出することが可能となる。
【００１５】
　また、該チャネルは、室温において上記のソース電極及びドレイン電極の間に弛んだ状
態で設けられていることにより、温度変化によってチャネルが破損する可能性を小さくす
ることができる。
【００１６】
　また、該基板は、絶縁性基板であることが好ましい（請求項９）。
　また、該チャネルが、絶縁性部材で被覆されている上記センサでは、トランジスタ内の
電流が確実にチャネルを流れるようにすることができ、安定して検出をおこなうことがで
きる。
【００１７】
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　また、該チャネルと該相互作用感知ゲートとの間に、低誘電率の絶縁性材料の層が形成
されているセンサでは、相互作用感知ゲートで生じる相互作用による電荷の変化が、より
効率的にチャネルに伝達されるので、センサの感度を高めることができる。
【００１８】
　該チャネルと該電圧を印加されるゲートとの間には、高誘電率の絶縁性材料の層が形成
されていることが好ましい（請求項１０）。これにより、ゲートのゲート電圧により、ト
ランジスタの伝達特性をより効率よく変調させることができ、センサの感度を高めること
ができる。
　また、本発明のセンサは、該相互作用感知ゲートに、該特定物質を固定化したものも含
む（請求項１１）。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明のセンサによれば、検出対象物質を高感度に検出することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明の実施形態を説明するが、本発明は以下の実施形態に限定されるものでは
なく、その要旨を逸脱しない範囲において適宜変形して実施することができる。なお、後
で詳細に説明するが、以下の第１～第５実施形態において単に「トランジスタ」と記載し
た場合、電界特性トランジスタと単一電子トランジスタとを区別せずに指す用語であると
する。また、下記の各実施形態間において、実質同一の部分には同じ符号を付して説明す
る。
【００３３】
［第１実施形態］
　図１（ａ），（ｂ）は、本発明の第１実施形態としてのセンサを説明する図である。
　図１（ａ）に示すように、トランジスタ１Ａの基板２は絶縁性の素材で形成されていて
、その上面（図中上側の面）には、全面に渡って絶縁性で且つ低誘電率の酸化シリコンの
層（以下適宜、「低誘電層」という）３が設けられている。また、低誘電層３の表面には
、金で形成されたソース電極４及びドレイン電極５が設置されていて、ソース電極４及び
ドレイン電極５の間にはカーボンナノチューブで形成されたチャネル６が装架されている
。
【００３４】
　チャネル６は、ソース電極４とドレイン電極５との間を繋ぐ橋渡し状に設置されること
によりソース電極４とドレイン電極５との間に装架され、低誘電層３表面から隔離されて
いる。つまり、チャネル６はソース電極４との接続部及びドレイン電極５との接続部の２
点でトランジスタ１Ａに固定され、他の部分は空中に浮いた状態とされている。さらに、
図１（ｂ）に示すように、チャネル６は所定角度だけ弛んだ状態で装架されている。ここ
で、チャネル６が弛んだ所定角度とは、例えば温度変化により基板２が変形するなどによ
りソース電源４及びドレイン電極５の間の距離が変動した場合に、その変動によりチャネ
ル６にかかる引張応力又は圧縮応力を吸収できる程度である。なお、通常は、センサを使
用する温度条件下においてチャネル６が所定角度だけ弛むようにされ、センサを使用する
温度周辺での温度変化により生じる応力を吸収できるようにする。ただし、本実施形態で
は室温においてチャネル６が所定角度だけ弛むよう設定されている。
【００３５】
　低誘電層３表面のチャネル６に対向する位置には、金で形成されたサイドゲート７が設
置されている。サイドゲート７はチャネル６にゲート電圧を印加するために設置されたも
のである。ソース電極４、ドレイン電極５、及び、サイドゲート７は、図示しない外部電
源に接続されていて、この外部電源から電圧が印加されるよう設定されている。さらに、
ソース電極４、ドレイン電源５、及び、サイドゲート７それぞれを流れる電流及びそれぞ
れに印加される電圧は、図示しない測定器によって測定されている。
【００３６】
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　本実施形態のセンサに用いるトランジスタ１Ａでは、さらに、基板１Ａの裏面（図中下
側面）、即ち、低誘電層３と逆側の面に、相互作用感知ゲートとして金で形成されたバッ
クゲート（他のゲート）９が全面に亘って設置されている。このバックゲート９には、本
実施形態のセンサを用いて検出する検出対象物質と選択的に相互作用をする特定物質（本
実施形態では、抗体）１０が固定化されている。
　また、バックゲート９には、外部からなんら電圧が印加されないようになされている。
【００３７】
　本実施形態のセンサは以上のように構成されているので、測定の開始前、あるいは測定
の最中に、サイドゲート７に印加するゲート電圧を調整して、トランジスタ１Ａの伝達特
性が最高感度を有する最適なゲート電圧を調べる。最適なゲート電圧が判明すれば、サイ
ドゲート７に印加するゲート電圧を最適なゲート電圧に設定する。
【００３８】
　その後、ゲート電圧を最適なゲート電圧、若しくは最適なゲート電圧の近傍に保ちなが
ら、検出すべき検出対象物質を含む試料を特定物質と相互作用させる。なお、最適なゲー
ト電圧の近傍とは、検出対象物質の検出に際し、トランジスタの特性値の変動が検出対象
物質を検出するために充分な大きさになるものと期待できる程度の範囲をいう。試料が検
出対象物質を含んでいれば、特定物質と検出対象物質との相互作用によってバックゲート
９の電位が変動するので、ソース電極とドレイン電極間に流れる電流の電流値、しきい値
電圧、ドレイン電圧のゲート電圧に対する傾き、また次に挙げるものは単一電子トランジ
スタ特有の特性であるが、クーロン振動のしきい値、クーロン振動の周期、クーロンダイ
アモンドのしきい値、クーロンダイアモンドの周期などのトランジスタの特性値にその相
互作用に起因する変動が生じる。この変動を検出することにより、検出対象物質と特定物
質との相互作用を検出することができ、ひいては試料中の検出対象物質を検出することが
可能となる。
【００３９】
　以上のように、本実施形態のセンサによれば、サイドゲート７を用いてトランジスタ１
Ａの伝達特性が最高感度を有する状態となるように、即ち、トランジスタ１Ａの相互コン
ダクタンスが最大となる状態になるようにトランジスタ１Ａを設定することができる。こ
れにより、特定物質と検出対象物質との間の相互作用によって生じるゲート電位の変化が
チャネル６の荷電粒子の密度変化へ与える効果を最大にすることが可能となる。その結果
、特定物質と検出対象物質との間の相互作用を、トランジスタ１Ａの特性の大きな変化と
して測定することが可能となる。即ち、本実施形態のセンサによれば、特定物質及び検出
対象物質の間の相互作用に起因するトランジスタの特性の変化量を増幅させて、センサを
高感度にすることができるのである。
【００４０】
　また、チャネル６としてナノチューブ状構造体であるカーボンチューブを用いたので、
更に高感度に検出対象物質を検出することができる。一般に、トランジスタを用いたセン
サの検出感度の限界は、トランジスタのゲートの電気容量（以下適宜、「ゲート容量」と
いう）に関係している。ゲート容量が小さいほど、ゲートの表面電荷の変化を大きなゲー
ト電位の変化として捉えることができ、センサの検出感度が向上するのである。ゲート容
量はチャネルの長さＬとチャネルの幅Ｗとの積Ｌ×Ｗに比例するので、ゲート容量の減少
にはチャネルの微細化が効果的である。本実施形態に用いたようなナノチューブ状構造体
は非常に微細であるので、上記の理由により、非常に高感度に検出対象物質を検出するこ
とができる。
【００４１】
　また、相互作用感知ゲートとしてバックゲート９を用い、バックゲート９に抗体を固定
しているので、簡単な構成で、高感度な検出を行なうことができる。特に、バックゲート
９は基板１Ａの裏面に設けられているので、検出時の操作を簡単に行なうことができる。
【００４２】
　また、チャネル６がソース電極４とドレイン電極５との間に弛んで装架されているので
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、検出時や保存時に温度変化があっても、チャネル６が温度変化による変形によって破損
する可能性を低くすることができる。
【００４３】
　また、基板２を絶縁性基板とすることにより、バックゲート９における相互作用を確実
に検出することができる。
【００４４】
　また、チャネル６とバックゲート（相互作用感知ゲート）９との間に、低誘電層３が形
成されているので、これにより、バックゲート９における相互作用による表面電荷の変化
が、より効率的にチャネル６内の電荷密度の変化として伝達され、トランジスタ１Ａの特
性の大きな変化として現れる。これにより本実施形態のセンサの感度をより向上させるこ
とができる。
【００４５】
　また、本実施形態のセンサを用いれば、実時間測定も可能であり、物質間相互作用のモ
ニタリングできる。
【００４６】
　また、例えば、従来の他の検出原理に基づく免疫反応を利用した検出機器は、ラジオイ
ムノアッセイ、化学発光イムノアッセイなど標識体を用いたものは、検出感度としてはほ
ぼ満足のできる状態にあった。しかしながら、それらは専用の施設、機器システムが必要
であり、検査センターや病院の検査室で専門家である臨床検査技師が測定しなければなら
なかった。したがって開業医等では、検査センターへの外注により検査を実施しているた
め迅速な検査結果を得ることはできない。また、反応時間が長いため緊急検査に対応でき
るものは少ない。これらは、現在の免疫測定法が標識体を用いるものであるため、反応工
程に洗浄等の複雑な操作を必要することによる。
【００４７】
　また、非標識法による免疫センサとしては、表面プラズモン共鳴（SPR）など種々の検
出原理に基づくものが開発されているが、いずれも研究機器として利用されているにすぎ
ず、臨床検査用途には感度が充分ではなく実用化には至っていない。また、上記の免疫セ
ンサは光学的検出法を用いるため、装置全体が大型であるという課題もあった。
　しかし、本実施形態のセンサを用いれば、センサの小型化、検出の迅速化、操作の簡便
等の利点を得ることができる。
【００４８】
［第２実施形態］
　図２（ａ），（ｂ）は、本発明の第２実施形態としてのセンサを説明する図である。
　図２（ａ）に示すように、本発明の第２実施形態としてのセンサを構成するトランジス
タ１Ｂは、第１実施形態において説明したトランジスタ１Ａと同様の構成を有している。
【００４９】
　さらに、本実施形態のトランジスタ１Ｂは、低誘電層３表面の全面に亘って、絶縁性且
つ高誘電率の感光性樹脂の層（以下適宜、「高誘電層」という）１１が形成されている。
この高誘電層１１は、チャネル６の全体と、ソース電極４、ドレイン電極５、及びサイド
ゲート７の側面とを覆うように形成されているが、ソース電極４、ドレイン電極５、及び
サイドゲート７の上側（図中上方）の面は被覆していない。なお、図２（ａ），（ｂ）中
では、高誘電層１１は二点鎖線で示す。
【００５０】
　本実施形態のセンサは上記のように構成されているので、第１実施形態のセンサと同様
にして、トランジスタ１Ｂの伝達特性が最高感度を有する状態となるよう設定することに
より、特定物質及び検出対象物質の間の相互作用を、トランジスタ１Ｂの特性の大きな変
化として測定することができる。これにより、本実施形態のセンサの感度を向上させるこ
とが可能になる。
【００５１】
　また、上記第１実施形態と同様に、次のような効果を奏することができる。即ち、チャ
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ネル６としてカーボンナノチューブを用いたので、センサをさらに高感度にすることがで
きる。また、相互作用感知ゲートとしてバックゲート９を用いているので、簡単な構成、
及び、簡単な操作で、高感度な検出を行なうことができる。また、基板２が絶縁性基板で
あるので、検出対象物質と特定物質との相互作用を確実に検出することができる。また、
チャネル６とバックゲート９との間に、低誘電層３が形成されているので、これにより、
バックゲート９における相互作用による表面電荷の変化を、より効率的にチャネル６に伝
達することができ、センサの感度をより向上させることができる。また、チャネル６が弛
んでいるため、温度変化等による長さの変化に起因する破損を防ぐことができる。なお、
本実施形態ではチャネル６の周囲には高誘電層１１が充填されているが、高誘電層１１を
構成する感光樹脂（フォトレジスト）はチャネル６の変形を許容できる程度に柔らかい物
質であるので、上記のように破損を防ぐことができるのである。
【００５２】
　さらに、本実施形態では、チャネル６とサイドゲート７との間に、高誘電率の絶縁性材
料の層である高誘電層１１を有しているので、サイドゲート７のゲート電圧印加により、
トランジスタ１Ｂの伝達特性をより効率よく変調させることができ、センサの感度をより
向上させることができる。
【００５３】
　また、チャネル６が絶縁性の高誘電層１１で被覆されているので、チャネル６内の荷電
粒子がチャネル６外部に漏れること、及び、ソース電極やドレイン電極以外からチャネル
６外部の電荷粒子がチャネル６に侵入することを防止することができる。これにより、特
定物質と検出対象物質との相互作用を安定して検出することが可能となる。
【００５４】
　また、本実施形態のセンサを用いれば、実時間測定も可能であり、物質間相互作用のモ
ニタリングできる。さらに集積化が容易なため、同時多発的に起こる物質間相互作用の現
象を１度に測定ができる。
　また、本実施形態のセンサを用いれば、センサの小型化、検出の迅速化、操作の簡便等
の利点を得ることができる。
【００５５】
［第３実施形態］
　図３（ａ），（ｂ）は、本発明の第３実施形態としてのセンサを説明する図である。
　図３（ａ）に示すように、第１実施形態と同様、本実施形態のセンサを構成するトラン
ジスタ１Ｃは、絶縁性の素材で形成された基板２、絶縁性で且つ低誘電率の低誘電層３、
金で形成されたソース電極４及びドレイン電極５を有していて、ソース電極４及びドレイ
ン電極５の間にはカーボンナノチューブで形成されたチャネル６が装架されている。
【００５６】
　基板２の裏面には、トランジスタ１Ｃにゲート電圧を印加するバックゲート１２が全面
に形成されている。また、バックゲート１２は図示しない電源に接続され、その電源によ
り電圧を印加される。なお、バックゲート１２に印加される電圧は、図示しない測定器に
よって測定可能となっている。
【００５７】
　低誘電層３表面の、チャネル６中間部から図中奥方向の縁部にかけて、低誘電率の絶縁
材である酸化シリコンの膜（絶縁膜）１３が形成されている。
　チャネル６はこの絶縁膜１３を横方向に貫通していている。言い換えれば、チャネル６
の中間部は絶縁膜１３によって被覆されている。
【００５８】
　また、絶縁膜１３の上側表面には、金で形成された相互作用感知ゲートであるトップゲ
ート１４が形成されている。即ち、トップゲート１４は絶縁膜１３を介して低誘電層３上
に形成されていることになる。トップゲート１４には、外部から電圧は印加されないよう
構成されている。さらに、トップゲート１４の上側表面には特定物質である抗体１０が固
定されている。
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【００５９】
　低誘電層３の表面には、全面に亘って、絶縁体２１が形成されている。この絶縁体２１
は、チャネル６の絶縁膜１３に被覆されていない部分全体と、ソース電極４、ドレイン電
極５、絶縁膜１３、及び、トップゲート１４のそれぞれの側面とを覆うように形成されて
いるが、ソース電極４、ドレイン電極５、及びトップゲート１４の上側の面は被覆してい
ない。なお、図３（ａ），（ｂ）中、絶縁体２１は二点鎖線で示す。
【００６０】
　本発明の第３実施形態としてのセンサは、上記のように構成されているので、第１実施
形態のセンサと同様に、トランジスタ１Ｃの伝達特性が最高感度を有する状態となるよう
設定することにより、特定物質及び検出対象物質の間の相互作用を、トランジスタ１Ｃの
特性の大きな変化として測定することができ、センサを高感度にすることができる。
　また、上記第１実施形態と同様に、チャネル６としてカーボンナノチューブを用いたの
で、センサをさらに高感度にすることができる。また、基板２が絶縁性基板であるので、
検出対象物質と特定物質との相互作用を確実に検出することができる。
【００６１】
　本実施形態では、相互作用感知ゲートとしてトップゲート１４を用いているので、簡単
な構成、及び、簡単な操作で、高感度な検出を行なうことができる。
　また、チャネル６とトップゲート１４との間に、低誘電率の絶縁膜１３が形成されてい
るので、これにより、トップゲート１４における相互作用による表面電荷の変化を、より
効率的にチャネル６に伝達することができ、センサの感度をより向上させることができる
。
【００６２】
　また、チャネル６が絶縁体２１で被覆されているので、チャネル６内の荷電粒子がチャ
ネル６外部に漏れること、及び、ソース電極やドレイン電極以外からチャネル６外部の電
荷粒子がチャネル６に侵入することを防止することができる。これにより、特定物質と検
出対象物質との相互作用を安定して検出することが可能となる。
【００６３】
　また、本実施形態のセンサを用いれば、実時間測定も可能であり、物質間相互作用のモ
ニタリングできる。さらに集積化が容易なため、同時多発的に起こる物質間相互作用の現
象を１度に測定ができる。
　また、本実施形態のセンサを用いれば、センサの小型化、検出の迅速化、操作の簡便等
の利点を得ることができる。
【００６４】
［第４実施形態］
　図４（ａ），（ｂ）は、本発明の第４実施形態としてのセンサを説明する図である。
　図４（ａ）に示すように、第１実施形態と同様、本実施形態のセンサを構成するトラン
ジスタ１Ｄは、絶縁性の素材で形成された基板２、絶縁性で且つ低誘電率の低誘電層３、
金で形成されたソース電極４及びドレイン電極５を有していて、ソース電極４及びドレイ
ン電極５の間にはカーボンナノチューブで形成されたチャネル６が装架されている。また
、サイドゲート７を有している。
【００６５】
　さらに、本実施形態のトランジスタ１Ｄは、低誘電層３上におけるサイドゲート７に対
して反対側の縁部に、相互作用感知ゲートとしてサイドゲート１５を備えていて、その表
面には抗体１０が固定されている。また、サイドゲート１５は、外部から電圧が印加され
ないよう構成されている。
【００６６】
　また、図４（ｂ）に示すように、本実施形態のトランジスタ１Ｄは、低誘電層３の表面
が全面に亘って、絶縁体２１が形成されている。この絶縁体２１は、チャネル６の全体と
、ソース電極４、ドレイン電極５、及びサイドゲート７，１５のそれぞれの側面とを覆う
ように形成されているが、ソース電極４、ドレイン電極５、及びサイドゲート７，１５の
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上側（図中上方）の面は被覆していない。なお、図４（ａ），（ｂ）中では、絶縁体２１
は二点鎖線で示す。
【００６７】
　本実施形態のセンサは、上記のように構成されているので、第１実施形態のセンサと同
様にして、トランジスタ１Ｄの伝達特性が最高感度を有する状態となるよう設定すること
により、特定物質及び検出対象物質の間の相互作用を、トランジスタ１Ｄの特性の大きな
変化として測定することができる。これにより、本実施形態のセンサの感度を向上させる
ことが可能になる。
【００６８】
　また、上記第１実施形態と同様に、次のような効果を奏することができる。即ち、チャ
ネル６としてカーボンナノチューブを用いたので、センサをさらに高感度にすることがで
きる。また、相互作用感知ゲートとしてサイドゲート１５を用いているので、簡単な構成
で、高感度な検出を行なうことができる。また、基板２が絶縁性基板であるので、検出対
象物質と特定物質との相互作用を確実に検出することができる。
【００６９】
　また、チャネル６が絶縁性の絶縁体２１で被覆されているので、チャネル６内の荷電粒
子がチャネル６外部に漏れること、及び、ソース電極４やドレイン電極５以外からチャネ
ル６外部の電荷粒子がチャネル６に侵入することを防止することができる。これにより、
特定物質と検出対象物質との相互作用を安定して検出することが可能となる。
【００７０】
　また、本実施形態のセンサを用いれば、実時間測定も可能であり、物質間相互作用のモ
ニタリングできる。さらに集積化が容易なため、同時多発的に起こる物質間相互作用の現
象を１度に測定ができる。
　また、本実施形態のセンサを用いれば、センサの小型化、検出の迅速化、操作の簡便等
の利点を得ることができる。
【００７１】
［第５実施形態］
　図５（ａ），（ｂ）は、本発明の第５実施形態を示す図である。
　図５に示すように、本発明の第５実施形態としてのトランジスタ１Ｅは、バックゲート
９及び抗体１０を有していないことのほかは、第１実施形態で説明したトランジスタ１Ａ
と同様の構成となっている。
【００７２】
　即ち、図５（ａ）に示すように、トランジスタ１Ｅの基板２は絶縁性の素材で形成され
ていて、その上面（図中上側の面）には、全面に渡って絶縁性で且つ低誘電率の酸化シリ
コンの層（低誘電層）３が設けられている。また、低誘電層３の表面には、金で形成され
たソース電極４及びドレイン電極５が設置されていて、ソース電極４及びドレイン電極５
の間にはカーボンナノチューブで形成されたチャネル６が装架されている。
【００７３】
　チャネル６は、ソース電極４とドレイン電極５との間を繋ぐ橋渡し状に設置されること
によりソース電極４とドレイン電極５との間に装架され、低誘電層３表面から隔離されて
いる。つまり、チャネル６はソース電極４との接続部及びドレイン電極５との接続部の２
点のみでトランジスタ１Ａに固定され、他の部分は空中に浮いた状態とされている。さら
に、図５（ｂ）に示すように、チャネル６は所定角度だけ弛んだ状態で装架されている。
ここで、チャネル６が弛んだ所定角度とは、例えば温度変化により基板２が変形するなど
によりソース電源４及びドレイン電極５の間の距離が変動した場合に、その変動によりチ
ャネル６にかかる引張応力又は圧縮応力を吸収できる程度である。なお通常は、センサを
使用する温度条件下においてチャネル６が所定角度だけ弛むようにされ、センサを使用す
る温度周辺での温度変化により生じる応力を吸収できるようにする。ただし、本実施形態
では室温においてチャネル６が所定角度だけ弛むよう設定されている。
【００７４】
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　低誘電層３表面のチャネル６に対向する位置には、金で形成されたサイドゲート７が設
置されている。サイドゲート７はチャネル６にゲート電圧を印加するために設置されたも
のである。ソース電極４、ドレイン電極５、及び、サイドゲート７は、図示しない外部電
源に接続されていて、この外部電源から電圧が印加されるよう設定されている。
【００７５】
　本実施形態のトランジスタ１Ｅは、以上のように構成されているので、チャネル６がソ
ース電極４とドレイン電極５との間に弛んで装架されていることにより、検出時や保存時
に温度変化があっても、チャネル６が温度変化による変形によって破損する可能性を低く
することができる。
【００７６】
　また、本実施形態では基板２が絶縁性基板であるので、基板２の誘電率を低くすること
ができ、ゲート容量を低下させることができるので、トランジスタ１Ｅの感度を向上させ
ることができる。
【００７７】
［第６実施形態］
　図６（ａ），（ｂ）は本発明の第６実施形態を示す図である。
　図６に示すように、本発明の第６実施形態としてのトランジスタ１Ｆは、バックゲート
９及び抗体１０を有していないことのほかは、第２実施形態で説明したトランジスタ１Ｂ
と同様の構成となっている。
【００７８】
　即ち、図６（ａ）に示すように、本発明の第６実施形態としてのセンサを構成するトラ
ンジスタ１Fは、第５実施形態において説明したトランジスタ１Ｅと同様の構成を有して
いる。
【００７９】
　さらに、本実施形態のトランジスタ１Ｆは、低誘電層３の表面が全面に亘って、絶縁性
且つ高誘電率の感光性樹脂の層（高誘電層）１１が形成されている。この高誘電層１１は
、チャネル６の全体と、ソース電極４、ドレイン電極５、及びサイドゲート７の側面とを
覆うように形成されているが、ソース電極４、ドレイン電極５、及びサイドゲート７の上
側（図中上方）の面は被覆していない。なお、図６（ａ），（ｂ）中では、高誘電層１１
は二点鎖線で示す。
【００８０】
　本実施形態のセンサは上記のように構成されている。したがって、本実施形態では、チ
ャネル６とサイドゲート７との間に、高誘電率の絶縁性材料の層である高誘電層１１を有
しているので、サイドゲート７のゲート電圧印加により、トランジスタ１Ｅの伝達特性を
より効率よく変調させることができる。
【００８１】
　また、チャネル６が絶縁性の高誘電層１１で被覆されているので、チャネル６内の荷電
粒子がチャネル６外部に漏れること、及び、ソース電極やドレイン電極以外からチャネル
６外部の電荷粒子がチャネル６に侵入することを防止することができる。これにより、ト
ランジスタ１Ｅの挙動を安定させることができる。
【００８２】
［その他］
　以上、第１～第６実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明は上記の各実施形態に
限定されるものではなく、適宜変形して実施することができる。
　例えば、上記実施形態を任意に組み合わせて実施しても良い。
　また、ソース電極、ドレイン電極、ゲート、チャネル、及び、相互作用感知ゲートは、
それぞれ適宜、複数形成してもよい。
【００８３】
　また、上記実施形態ではセンサにおいてトランジスタが露出した構成で説明したが、上
記トランジスタを適当なハウジング内に設けたり、他の装置に設置したりしてもよい。
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　また、上記実施形態ではセンサに特定物質を固定した例を示して説明したが、上記セン
サは製造段階や出荷段階では特定物質を固定されず、ユーザが特定物質を固定化するよう
なものであってもよい。即ち、本発明の実施形態としてのセンサは、特定物質が固定化さ
れていないものも含むものとして理解すべきである。
　また、上記実施形態では相互作用感知ゲートとしてトップゲート、サイドゲート、及び
、バックゲートを用いたが、相互作用感知ゲートを上記ゲート以外の他のゲートで形成し
てもよく、また、さらにゲート以外の他の部材で構成してもよいことは言うまでも無い。
【００８４】
　また、上記実施形態ではチャネル６を弛ませて形成したが、もちろん弛ませず柱状に形
成しても良い。
　また、上記実施形態ではチャネル６はソース電極４とドレイン電極５との間に装架され
ているが、チャネル６は基板２や低誘電層３などに接触して設けられても良い。また、基
板２や低誘電層３にチャネル６が接触している状態であっても、チャネル６が弛んだ状態
であれば、温度変化による破損の可能性を低下させることは可能である。
　なお、相互作用感知ゲートには電圧を印加することもできる。
【００８５】
［構成要素］
　続いて、上記の各実施形態の構成要素について、詳細に説明する。
　上述したように、上記実施形態において、「トランジスタ」とは、電界効果トランジス
タ及び単一電子トランジスタのいずれかのことを指す。
【００８６】
　電界効果トランジスタと単一電子トランジスタとは、その基本構造は共通しているが、
両者は、電流通路となるチャネルが異なっている。具体的には、単一電子トランジスタの
チャネルは量子ドット構造を有し、電界効果トランジスタのチャネルは量子ドット構造を
有さない。したがって、両者は構造的には量子ドット構造の有無により区別することがで
きる。
【００８７】
＜基板＞
　基板（上記実施形態では、符号２で示したもの）は、絶縁性基板、あるいは絶縁された
半導体基板であれば他に制限は無く、任意の素材で形成されたものを用いることができる
。但し、センサとして用いる場合、絶縁性基板、あるいは、表面を絶縁性基板を構成する
素材で被覆した基板であることが好ましい。絶縁性基板を用いた場合、半導体基板に比べ
、誘電率が低いために浮遊容量を低減することができ、そのためバックゲートを相互作用
感知ゲートとした場合に相互作用の検知感度を高めることができる。
【００８８】
　絶縁性基板は、絶縁体で形成された基板である。なお、本明細書においては、特に断ら
ない限り電気絶縁体のことを意味するものとする。絶縁性基板を形成する絶縁体の具体例
としては、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、弗化カルシウ
ム、アクリル樹脂、ポリイミド、テフロン（登録商標）等が挙げられる。また、これらは
任意の種類及び比率で組み合わせて用いても良い。
【００８９】
　半導体基板は、半導体で形成された基板である。半導体基板を形成する半導体の具体例
としては、シリコン、ガリウム砒素、窒化ガリウム、酸化亜鉛、インジウム燐、炭化シリ
コン等が挙げられる。また、これらは任意の種類及び比率で組み合わせて用いても良い。
　さらに、半導体基板の上に絶縁膜を形成して絶縁する場合は、絶縁膜を形成する絶縁体
の具体例としては、上記の絶縁性基板を形成する絶縁体と同様のものが挙げられる。この
場合、半導体基板は後述するゲートとしても作用させることができる。
【００９０】
　基板の形状は任意であるが、通常は平板状に形成する。また、その寸法についても特に
制限は無いが、基板の機械的強度を保つため１００μｍ以上であることが好ましい。
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【００９１】
＜ソース電極，ドレイン電極＞
　ソース電極（上記実施形態では、符号４で示したもの）は、上記トランジスタのキャリ
アを供給できる電極であれば他に制限は無い。また、ドレイン電極（上記実施形態では、
符号５で示したもの）は、上記トランジスタのキャリアを受け取ることができる電極であ
れば、他に制限は無い。
　ソース電極及びドレイン電極はそれぞれ任意の導体で形成することができ、具体例とし
ては、金、白金、チタン、炭化チタン、タングステン、アルミニウム、モリブデン、クロ
ムケイ化タングステン、窒化タングステン、多結晶シリコンなどが挙げられる。また、こ
れらは任意の種類及び比率で組み合わせて用いても良い。
【００９２】
＜ゲート＞
　ゲート（上記実施形態では、符号７，１２で示したもの）は、上記トランジスタのチャ
ネル内の荷電粒子の密度を制御できるものであれば制限は無く、任意のものを用いること
ができる。通常、ゲートはチャネルから絶縁された導体を有して構成され、一般的には導
体および絶縁体から構成される。
　ゲートを構成する導体の具体例としては、金、白金、チタン、炭化チタン、タングステ
ン、ケイ化タングステン、窒化タングステン、アルミニウム、モリブデン、クロム、多結
晶シリコンなどが挙げられる。また、これらは任意の種類及び比率で組み合わせて用いて
も良い。
【００９３】
　ゲートを配置する位置は、チャネルに対してゲート電圧を印加することができる位置で
あれば他に制限は無く、例えば基板の上方に配設してトップゲートとしてもよく、基盤の
チャネルと同じ側の面上に配設してサイドゲートとしてもよく、基板の裏面に配設してバ
ックゲートとしてもよい。
【００９４】
　さらに、ゲートの中でもトップゲート及びサイドゲートは、チャネルの表面に絶縁膜を
介してゲートを形成してもよい。ここでいう絶縁膜としては、絶縁性の素材であれば特に
制限は無いが、具体例としては、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化
チタン、弗化カルシウムなどの無機材料、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド、テ
フロン（登録商標）などの高分子材料が挙げられる。
【００９５】
＜相互作用感知ゲート＞
　相互作用感知ゲート（上記実施形態では、符号９，１４，１５で示したもの）は、検出
対象物質と相互作用をする特定物質を固定することができるものであればよいため、固定
部材ということができる。また、相互作用感知ゲートは外部から電圧を印加されないもの
が好ましい。したがって、相互作用感知ゲートは、電圧非印加型固定部材ということもで
きる。また、相互作用感知ゲートは、例えば、導体、半導体、絶縁体など、様々なものを
用いることができる。但し通常は、ソース電極やドレイン電極と同様に導体を用いる。し
たがって、相互作用感知ゲートは電極構造部材ということもでき、電圧が印加されないこ
とと併せて電圧非印加型電極構造部材ということもできる。相互作用感知ゲートを形成す
る導体の具体例としては、金、白金、チタン、炭化チタン、タングステン、ケイ化タング
ステン、窒化タングステン、アルミニウム、モリブデン、クロム、多結晶シリコンなどが
挙げられる。また、これらは任意の種類及び比率で組み合わせて用いても良い。
【００９６】
　また、相互作用感知ゲートとしては、トランジスタにおいてゲート電圧の印加に用いら
れていないゲートを用いることが好ましい。具体的には、トップゲート、サイドゲート、
及びバックゲートから選ばれるいずれかであることが好ましく、トップゲート及びバック
ゲートのいずれかであることがより好ましい。トップゲートを相互作用感知ゲートとする
と、一般にチャネルとトップゲートとの距離はチャネルと他のゲートとの距離に比べて近
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いため、センサの感度を高めることができる。また、バックゲートを相互作用感知ゲート
とした場合は、相互作用感知ゲートに特定物質を簡単に固定することができる。
【００９７】
＜チャネル＞
　チャネル（上記実施形態では、符号６で示したもの）は、ソース電極及びドレイン電極
の間の電流の通路となりうるものであり、公知のチャネルを適宜用いることができる。
【００９８】
　チャネルは、絶縁性部材により被覆して、パッシベーションあるいは保護することが望
ましい。この絶縁性部材としては、絶縁性の部材であれば任意の部材を用いることが可能
であるが、具体例としては、フォトレジスト（感光性樹脂）、アクリル樹脂、エポキシ樹
脂、ポリイミド、テフロン（登録商標）などの高分子材料、アミノプロピルエトキシシラ
ンなどの自己組織化膜、PER－フルオロポリエーテル、フォンブリン（商品名）などのル
ブリカント、フラーレン類化合物、あるいは酸化シリコン、弗化ケイ酸塩ガラス、ＨＳＱ
(Hydrogen Silsesquioxane)、ＭＳＱ(Methyl Lisesquioxane)、多孔質シリカ、窒化シリ
コン、酸化アルミニウム、酸化チタン、弗化カルシウム、ダイヤモンド薄膜などの無機物
質を用いることができる。また、これらは任意の種類及び比率で組み合わせて用いてもよ
い。
【００９９】
　また、相互作用感知ゲートとチャネルとの間には、絶縁性であってかつ低誘電率の材料
の層（低誘電率層）が設けられていることが好ましい。さらに、相互作用感知ゲートから
チャネルまでの間が全体に（即ち、相互作用感知ゲートからチャネルまでの間にある層が
すべて）低誘電率の性質を有することがより好ましい。ここで、低誘電率とは、比誘電率
が４．５以下であることを意味する。
【０１００】
　低誘電率層を構成する材料は、上記のように絶縁性であり低誘電率の材料であれば他に
制限は無い。その具体例としては、二酸化シリコン、弗化ケイ酸塩ガラス、ＨＳＱ(Hydro
gen Silsesquioxane)、ＭＳＱ(Methyl Lisesquioxane)、多孔質シリカ、ダイヤモンド薄
膜などの無機材料、ポリイミド、Parylene-N、Parylene-F、弗化ポリイミドなどの有機材
料が挙げられる。また、これらは任意の種類及び比率で組み合わせて用いてもよい。
【０１０１】
　つまり、チャネルから相互作用感知ゲートにかけての間が絶縁性で且つ低誘電率である
ことにより、相互作用感知ゲート上で生じた表面電荷の変化が、チャネル内の電荷密度の
変化としてより効率的に伝達されるのである。これにより、上記相互作用をトランジスタ
の大きな出力特性の変化として検出することができるので、上記のトランジスタをセンサ
に用いた場合に、センサの感度をより向上させることができる。
【０１０２】
　また、トランジスタにゲート電圧を印加するゲートとチャネルとの間には、絶縁性であ
ってかつ高誘電率の材料の層（高誘電層）が形成されていることが好ましい。さらに、ゲ
ートからチャネルまでの間が全体に（即ち、ゲートからチャネルまでの間にある層がすべ
て）高誘電率の性質を有することがより好ましい。ここで、高誘電率とは、比誘電率が４
．５以上であることを意味する。
【０１０３】
　高誘電層を形成する材料は、上記のように絶縁性を有して且つ高誘電率のものであれば
他に制限は無い。その具体例としては、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化タンタル
などの無機物質、高誘電率特性を有する高分子材料などが挙げられる。また、これらは任
意の種類及び比率で組み合わせて用いてもよい。
　つまり、ゲートからチャネルにかけての間が絶縁性で且つ高誘電率であること高誘電層
を形成することにより、ゲートの電圧印加により、トランジスタの伝達特性をより効率よ
く変調させることができるのである。これにより、上記のトランジスタをセンサとして用
いた場合、センサとしての感度をより向上させることができる。
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【０１０４】
　次に、電界効果トランジスタのチャネル（以下適宜、「ＦＥＴチャネル」という）と、
単一電子トランジスタのチャネル（以下適宜、「ＳＥＴチャネル」という）とについて、
それぞれ説明する。なお、上述のように電界効果トランジスタと単一電子トランジスタと
はチャネルによって区別することができ、上記各実施形態において説明した各トランジス
タが、ＦＥＴチャネルを有する場合はそのトランジスタは電界効果トランジスタであり、
ＳＥＴチャネルを有する場合はそのトランジスタは単一電子トランジスタと認識すべきで
ある。
【０１０５】
　ＦＥＴチャネルは、電流の通路となりうるものであり、公知のチャネルを適宜用いるこ
とができるが、通常はその大きさが微細であることが好ましい。
　このような微細なチャネルの例としては、例えばナノチューブ状構造体が挙げられる。
ナノチューブ状構造体とは、チューブ状の構造体であって、その長手方向に直交する断面
の直径が０．４ｎｍ以上５０ｎｍ以下のものをいう。なお、ここでチューブ状、とは、構
造体の長手方向の長さと、これに垂直な方向のうち最も長い一方向の長さとの比が１０以
上１００００以下の範囲にある形状を指し、ロッド状（断面形状が略円形）、リボン状（
断面形状が扁平な略方形）等の各形状を含む。
【０１０６】
　ナノチューブ状構造体は電荷輸送体として用いることができ、直径が数ナノメートルの
一次元量子細線構造を有するため、従来のセンサに用いられていた電界効果トランジスタ
の場合に比べてゲート容量は著しく低減する。したがって、特定物質及び検出対象物質の
間の相互作用により生じるゲート電位の変化は極めて大きくなり、チャネルに存在する荷
電粒子の密度の変化は著しく大きくなる。このことにより検出物質の検出感度は劇的に向
上する。
【０１０７】
　ナノチューブ状構造体の具体例としては、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）、ボロンナ
イトライドナノチューブ、チタニアナノチューブ等が挙げられる。従来の技術では、半導
体微細加工技術を用いても、１０ｎｍ級のチャネルの形成は困難であり、それによりセン
サーとしての検出感度も制限されていたが、これらのナノチューブ状構造体を用いること
により、従来よりも微細なチャネルを形成することができる。
【０１０８】
　ナノチューブ状構造体は、そのカイラリティに応じて半導体的な電気的性質及び金属的
な電気的性質の両方を示すが、半導体的ＦＥＴチャネルに用いる場合、ナノチューブ状構
造体は、その電気的性質として半導体的性質を有することがより望ましい。
【０１０９】
　一方、ＳＥＴチャネルもＦＥＴチャネルと同様、電流の通路となりうるものであり、公
知のチャネルを適宜用いることができ、また、通常はその大きさが微細であることが好ま
しい。さらに、ＳＥＴチャネルもＦＥＴチャネルと同様に、ナノチューブ状構造体を用い
ることができ、具体例としてカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）、ボロンナイトライドナノ
チューブ、チタニアナノチューブ等を使用することができることも同様である。
【０１１０】
　しかし、ＦＥＴチャネルと異なる点としては、ＳＥＴチャネルは量子ドット構造を有す
る点が挙げられる。ＳＥＴチャネルは量子ドット構造を有する公知の物質を任意の用いる
ことができるが、通常は、欠陥を導入したカーボンナノチューブを用いる。具体的には、
欠陥と欠陥との間に通常０．１ｎｍ以上４ｎｍ以下の量子ドット構造を有するカーボンナ
ノチューブを用いる。これらは、欠陥を有さないカーボンナノチューブに水素、酸素、ア
ルゴンなどの雰囲気ガス中での加熱、あるいは酸溶液等中での煮沸などの化学的処理を施
すことによって作製することができる。
【０１１１】
　即ち、ナノチューブ状構造体に欠陥を導入することにより、ナノチューブ状構造体内に
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欠陥と欠陥の間に領域が数ナノメートルの大きさの量子ドット構造が形成され、さらにゲ
ート容量は低減する。量子ドット構造を有するナノチューブ状構造体においては量子ドッ
ト構造内への電子の流入が制限されるクーロンブロッケイド現象が生じるため、そのよう
なナノチューブ状構造をチャネルに用いれば単一電子トランジスタが実現される。
【０１１２】
　例えば従来のシリコン系ＭＯＳＦＥＴ（メタル・オキサイド・セミコンダクター・電界
効果トランジスタ）のゲート容量は１０-15F（ファラッド）程度であり、これに対して上
記の欠陥を導入したナノチューブ状構造体を用いた単一電子トランジスタのゲート容量は
１０-19Ｆ～１０-20F程度である。このように、単一電子トランジスタでは従来のシリコ
ン系ＭＯＳＦＥＴに比べて、ゲート容量が１万～１０万分の一程度にまで減少する。
【０１１３】
　その結果、このようなナノチューブ状構造体をチャネル用いた単一電子トランジスタを
形成すれば、従来のナノチューブ状構造体を用いない電界効果トランジスタに比べ、ゲー
ト電位の変化を極めて大きなものとすることができ、チャネルに存在する荷電粒子の密度
の変化は著しく大きくなる。このことにより、検出物質の検出感度を大きく向上させるこ
とができるのである。
【０１１４】
　また、ＳＥＴチャネルがＦＥＴチャネルと異なるもう一つの点としては、ナノチューブ
状構造体をＳＥＴチャネルとして用いる場合、それらは電気的特性として金属的性質を有
することが好ましい。なお、ナノチューブ状構造体が金属的か半導体的かを確認する手法
の例としては、ラマン分光法でカーボンナノチューブのカイラリティを決定することによ
り確認する手法や、走査トンネル顕微鏡（ＳＴＭ）分光法を用いてカーボンナノチューブ
の電子状態密度を測定することにより確認する手法が挙げられる。
【０１１５】
＜検出対象物質及び特定物質＞
　検出対象物質については特に制限は無く、任意の物質を用いることができる。また、特
定物質（上記実施形態では、符号１０で示したもの）は、検出対象物と選択的に相互作用
できるものであれば特に制限は無く、任意の物質を用いることができる。それらの具体的
としては、酵素、抗体、レクチン等のタンパク質、ペプチド、ホルモン、核酸、糖、オリ
ゴ糖、多糖等の糖鎖、脂質、低分子化合物、有機物質、無機物質、若しくはこれらの融合
体、または、ウィルス若しくは、細胞、生体組織やこれらを構成する物質などが挙げられ
る。
【０１１６】
　タンパク質としては、タンパク質の全長であっても結合活性部位を含む部分ペプチドで
もよい。またアミノ酸配列、及びその機能が既知のタンパク質でも、未知のタンパク質で
もよい。これらは、合成されたペプチド鎖、生体より精製されたタンパク質、あるいはｃ
ＤＮＡライブラリー等から適当な翻訳系を用いて翻訳し、精製したタンパク質等でも標的
分子として用いることができる。合成されたペプチド鎖は、これに糖鎖が結合した糖タン
パク質であってもよい。これらのうち好ましくは、アミノ酸配列が既知の精製されたタン
パク質か、あるいはｃＤＮＡライブラリー等から適当な方法を用いて翻訳、精製されたタ
ンパク質を用いることができる。
【０１１７】
　核酸としては、 特に制限はなく、ＤＮＡあるいはＲＮＡも用いることができる。また
、塩基配列あるいは機能が既知の核酸でも、未知の核酸でもよい。好ましくは、タンパク
質に結合能力を有する核酸としての機能、及び塩基配列が既知のものか、あるいはゲノム
ライブラリー等から制限酵素等を用いて切断単離してきたものを用いることができる。
【０１１８】
　糖鎖としては、その糖配列あるいは機能が、既知の糖鎖でも未知の糖鎖でもよい。好ま
しくは、既に分離解析され、糖配列あるいは機能が既知の糖鎖が用いられる。
　低分子化合物としては、相互作用する能力を有する限り、特に制限はない。機能が未知
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のものでも、あるいはタンパク質と結合もしくは反応する能力が既に知られているもので
も用いることができる。
【０１１９】
　上記の通り、相互作用感知ゲート上には数多くの特定物質を固定化できる。特定物質が
固定化された相互作用感知ゲートは、その機能性物質と相互作用する物質を検出するバイ
オセンサーに好適に使用できる。また、検出されるシグナルの増幅や特定を目的として、
特定物質と相互作用した物質と更に相互作用する物質を酵素あるいは電気化学的反応や発
光反応を有する物質、荷電を有する高分子及び粒子等で標識することも可能であり、これ
らはイムノアッセイやインターカレーター等を利用したＤＮＡ解析の領域では標識化測定
法として広く用いられている方法である。（参考文献：今井一洋　生物発光と化学発光　
昭和６４年　廣川書店、P.TIJSSENエンザイムイムノアッセイ　生化学実験法　１１　東
京化学同人、Takenaka, Anal. Biochem.,218,436 (1994) 等多数）
【０１２０】
　これら特定物質と検出対象物質との「相互作用」とは特に限定されるものではないが、
通常は、共有結合、疎水結合、水素結合、ファンデルワールス結合、及び静電力による結
合のうち少なくとも１つから生じる分子間に働く力による作用を示す。ただし、本命最初
に言う「相互作用」との用語は最も広義に解釈すべきであり、いかなる意味においても限
定的に解釈してはならない。共有結合としては、配位結合、双極子結合を含有する。また
静電力による結合とは、静電結合の他、電気的反発も含有する。また、上記作用の結果生
じる結合反応、合成反応、分解反応も相互作用に含有される。
【０１２１】
　相互作用の具体例としては、抗原と抗体間の結合及び解離、タンパク質レセプターとリ
ガンドの間の結合及び解離、接着分子と相手方分子の間の結合及び解離、酵素と基質の間
の結合及び解離、アポ酵素と補酵素の間の結合及び解離、核酸とそれに結合するタンパク
質の間の結合及び解離、核酸と核酸の間の結合及び解離、情報伝達系におけるタンパク質
同士の間の結合と解離、糖タンパク質とタンパク質との間の結合及び解離、あるいは糖鎖
とタンパク質との間の結合及び解離、細胞及び生体組織と蛋白質の間の結合及び解離、細
胞及び生体組織と低分子化合物の間の結合及び解離、イオンとイオン感応性物質間の相互
作用等が挙げられるが、この範囲に限られるものではない。例えば、イムノグロブリンや
その派生物であるF(ab')2、Fab'、Fab、レセプターや酵素とその派生物、核酸、天然ある
いは人工のペプチド、人工ポリマー、糖質、脂質、無機物質あるいは有機配位子、ウィル
ス、細胞、薬物等が挙げられる。
【０１２２】
　また、相互作用感知ゲートに固定化される特定物質と他の物質との「相互作用」として
、物質以外にもｐＨやイオン、温度、圧力等の外環境の変化に対するゲートに固定化され
る機能性物質の関与する応答も挙げられる。
【０１２３】
［トランジスタの作製方法］
　次に、チャネルとしてカーボンナノチューブを用いた場合を例にとり、上記実施形態で
説明したトランジスタの作成方法の一例を図７を用いて説明する。
【０１２４】
　カーボンナノチューブを用いたトランジスタの作製は以下のように行なう。
　トランジスタに使用するカーボンナノチューブは、その位置と方向とを制御して形成し
なければならない。このため、通常はフォトリソグラフィー法などによりパターニングし
た触媒を利用して、カーボンナノチューブの成長位置と方向とを制御して作製する。
　具体的には次に述べる工程でカーボンナノチューブを形成する。
【０１２５】
（工程１）図７（ａ）に示すように、基板２上にフォトレジスト１６をパターニングする
。
　カーボンナノチューブを形成しようとする位置及び方向に応じて形成するパターンを決
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定し、そのパターンに合わせて基板２上にフォトレジスト１６でパターニングを行なう。
【０１２６】
（工程２）図７（ｂ）に示すように、金属の触媒１７を蒸着する。
　パターニングを行なった基板２面に、触媒１７となる金属を蒸着する。触媒１７となる
金属の例としては、鉄、ニッケル、コバルトなどの遷移金属、あるいはそれらの合金など
が挙げられる。
【０１２７】
（工程３）図７（ｃ）に示すように、リフトオフを行ない、触媒１７のパターンを形成す
る。
　触媒１７の蒸着後、リフトオフを行なう。リフトオフにより、フォトレジスト１６は基
板２から除去されるため、フォトレジスト１６表面に蒸着された触媒１７もともに基板２
から除去される。これにより、工程１で形成したパターンに合わせて触媒１７のパターン
が形成される。
【０１２８】
（工程４）図７（ｄ）に示すように、ＣＶＤ（化学気相堆積法）炉１８で、高温において
メタンガスやアルコールガスなどの原料ガスを流し、触媒１７と触媒１７との間にカーボ
ンナノチューブ１９を形成する。
　高温においては、金属触媒１７は直径数ｎｍの微粒子状になり、これを核としてカーボ
ンナノチューブが成長する。なお、ここで通常、高温とは３００℃以上１２００℃以下を
指す。
【０１２９】
　以上、工程１～工程４によってカーボンナノチューブ１９を形成した後、そのカーボン
ナノチューブ１９の両端にソース電極及びドレイン電極を形成する。ここではソース電極
及びドレイン電極はオーミック電極を形成したものとする。この際、ソース電極やドレイ
ン電極はカーボンナノチューブ１９の先端に取り付けてもよいし、側面に取り付けてもよ
い。また、ソース電極やドレイン電極の電極形成の際に、よりよい電気的接続を目的とし
て、例えば３００℃～１０００℃の範囲の熱処理を行ってもよい。
　さらに、適当な位置にゲート及び相互作用感知ゲートを設けて、トランジスタを作製す
る。
【０１３０】
　以上の方法を用いれば、位置及び方向を制御しながらカーボンナノチューブ１９を形成
して、トランジスタを作製することができる。しかし、上記の方法では触媒である金属間
にカーボンナノチューブ１９が形成される確率は小さい（発明者らの試験では、１０％程
度）。そこで、図８に示すように、触媒１７の形状を先端が急峻な形状とし、カーボンナ
ノチューブ１９の成長中にこの２つの触媒間に電荷を印加する。これにより、急峻な触媒
間の電気力線に沿ってカーボンナノチューブ１９が成長することが期待できる。
【０１３１】
　触媒１７間に電荷を印加することによって、上記のように電気力線に沿ってカーボンナ
ノチューブ１９が成長する理由は定かではないが、次の２通りが推察される。一方の考え
は、電極（ここでは、触媒１７）から成長を開始したカーボンナノチューブ１９は大きな
分極モーメントを有しているために、電界に沿った方向に成長する、という考えである。
もう一方の考えは、高温で分解したカーボンイオンが電気力線に沿ってカーボンナノチュ
ーブ１９を形成していく、という考えである。
【０１３２】
　また、カーボンナノチューブ１９の成長を阻害する要因として、基板２とカーボンナノ
チューブ１９との間に働く大きなファンデルワールス力の影響でカーボンナノチューブ１
９が基板２に密着し、方向制御が困難になることが考えられる。このファンデルワールス
力の影響を小さくするため、上記のトランジスタの作成方法において、図９に示すように
、触媒１７と基板２との間に酸化シリコン等で形成したスペーサ層２０を設け、カーボン
ナノチューブ１９を基板２から浮かして成長を行なうようにすることが好ましい。



(20) JP 4669213 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

【０１３３】
　以上の作製方法により、電界特性トランジスタを作成することができる。
　さらに、作製した電界特性トランジスタのカーボンナノチューブ１９に水素、酸素、ア
ルゴンなどの雰囲気ガスでの加熱、酸溶液中での煮沸などの化学処理を行ない、欠陥を導
入して量子ドット構造を形成させることにより、単一電子トランジスタを作製することが
できる。
【０１３４】
［相互作用感知ゲートへの特定物質の固定化方法］
　相互作用感知ゲートへの特定物質の固定化方法としては、相互作用感知ゲートに特定物
質を固定することができる方法であれば特に制限は無い。例えば、相互作用感知ゲートに
直接物理吸着で結合させることも可能であるが、予め相互作用感知ゲート上にアンカー部
を有するフレキシブルスペーサーを介して結合させても良い。
【０１３５】
　相互作用感知ゲートに金等の金属を用いた場合、フレキシブルスペーサーは構造式（Ｃ
Ｈ2）n（ｎは１から３０までの自然数を表すが、２から３０までが望ましく、２から１５
までがさらに望ましい）のアルキレンを含有することが望ましい。スペーサー分子の一端
は、金等の金属への吸着として適しているアンカー部としてチオール基やジスルフィド基
を使用し、スペーサー分子の相互作用感知ゲートから離れた方を向いている他端には固定
化したい特定物質を結合しうる結合部を１個または複数個含有する。このような結合部は
、例えばアミノ基やカルボキシル基、ヒドロキシル基、スクシミド基等種々の反応性官能
基やビオチン及びビオチン誘導体、ジゴキシン、ジゴキシゲニン、フルオレセイン、およ
び誘導体、テオフィリン等のハプテンやキレートを用いても良い。
【０１３６】
　また相互作用感知ゲートに直接またはこれらスペーサーを介して導電性高分子、親水性
高分子、ＬＢ膜等やマトリックスを結合させ、その導電性高分子、親水性高分子、ＬＢ膜
等やマトリックスに固定化したい特定物質を１または複数種結合または包括／担持させて
も良いし、予め導電性高分子、親水性高分子やマトリックスに固定化したい物質を１また
は複数種結合または包括／担持させた後に相互作用感知ゲートに結合させても良い。
【０１３７】
　導電性高分子としてはポリピロール、ポリチオフェン、ポリアニリン等が使用され、親
水性高分子としてはデキストラン、ポリエチレンオキシド等電荷を持たない高分子でも良
いし、ポリアクリル酸、カルボキシメチルデキストラン等電荷を持った高分子でも良く、
特に電荷を持った高分子の場合固定化したい物質と反対の荷電を持つ高分子を使用するこ
とにより電荷濃縮効果を利用して結合または担持させることができる。（引用：ファルマ
シア特許　特許第２８１４６３９号）
【０１３８】
　特に、特定のイオンを検出する場合は、相互作用感知ゲート上に特定のイオンに対応す
るイオン感応膜を形成させることができる。さらにイオン感応膜の代わりにあるいは一緒
に酵素固定膜を形成させることにより検出対象物質に対して酵素が触媒として作用した結
果生じる生成物を測定することにより検出対象物質を検出することもできる。
【０１３９】
　また、固定化したい特定物質を固定化した後、牛血清アルブミン、ポリエチレンオキシ
ドまたは他の不活性分子により表面を処理したり、ＵＦ膜で被覆することにより非特異的
反応を抑制したり、透過することのできる物質を選択したりすることもできる。
【０１４０】
　また、相互作用感知ゲートとして、金属以外に薄い絶縁膜を使用してもよい。絶縁膜と
しては、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化アルミニウム、酸化チタン、弗化カルシウム
などの無機材料、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド、テフロン（登録商標）など
の高分子材料を用いることができる。
【０１４１】
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　H+、Na+等のイオンを測定する際は更に必要であればこの絶縁膜上にそれぞれ測定対象
となるイオンに対応するイオン感応膜を形成させることができる。さらにイオン感応膜の
代わりにあるいは一緒に酵素固定膜を形成させることにより検出対象物質に対して酵素が
触媒として作用した結果生じる生成物を測定することにより検出対象物質を検出すること
もできる。（参考文献　鈴木周一：バイオセンサー　1984　講談社、　軽部ら：センサー
の開発と実用化、第３０巻、第１号、別冊化学工業　1986）
【０１４２】
［利用分野］
　本発明のセンサは、任意の分野で適宜用いることができるが、例えば、次のような分野
で用いることができる。
【０１４３】
　相互作用を応用したバイオセンサーとして用いる場合には、血液や尿などの臨床検査用
センサーが挙げられ、ｐＨ、電解質、溶存ガス、有機物、ホルモン、アレルゲン、薬物、
抗生物質、酵素活性、蛋白質、ペプチド、変異原性物質、微生物細胞、血液細胞、血液型
、血液凝固能、遺伝子解析の測定が可能となる。測定原理としてイオンセンサー、酵素セ
ンサー、微生物センサー、免疫センサー、酵素免疫センサー、発光免疫センサー、菌計数
センサー、血液凝固電気化学センシング及び各種の電気化学的反応を利用した電気化学セ
ンサー等が考えられるが、最終的に電気的シグナルとして取り出せる原理を全て含む。（
参考文献　鈴木周一：バイオセンサー　講談社(1984)　 軽部ら：センサーの開発と実用
化、第３０巻、第１号、別冊化学工業(1986)）
【０１４４】
　更に、生体内でのその場（in situ）測定も可能であり、これらの例としてはカテーテ
ルに装着した挿入型マイクロセンサーの他にも埋込型マイクロセンサーや医用カプセルを
利用したカプセル搭載型マイクロセンサー等が考えられる。（参考文献　軽部ら：センサ
ーの開発と実用化、第３０巻、第１号、別冊化学工業　1986）
【実施例】
【０１４５】
　以下、図面を用いて本発明の実施例を説明する。
　カーボンナノチューブをチャネルとした電界効果トランジスタの作製は以下のように行
った。
【０１４６】
［１．センサの作製］
（基板の準備）
　ｎ－型Ｓｉ（１００）基板２を、体積比で硫酸：過酸化水素=４：１となるよう混合し
た酸に５分間浸して表面を酸化した後、流水で５分間すすぎ、その次に体積比でフッ化水
素酸：純水=１：４となるように混合した酸で酸化膜を除去し、最後に流水で５分間すす
ぎＳｉ基板表面を洗浄した。洗浄したＳｉ基板２表面を酸化炉を用いて１１００℃、３０
分間、酸素流量３Ｌ／ｍｉｎ．の条件で熱酸化し、厚さ約１００ｎｍのＳｉＯ2を絶縁膜
２０として成膜した。
【０１４７】
（チャネルの形成）
　次に絶縁層２０表面にカーボンナノチューブ成長触媒を形成するために、フォトリソグ
ラフィー法によりフォトレジスト１６をパターニングした｛図１０（ａ）｝。まず絶縁層
２０上に、ヘキサメチルジシラザン（ＨＭＤＳ）を５００ｒｐｍ，１０秒間、４０００ｒ
ｐｍ，３０秒間の条件でスピンコートし、その上にフォトレジスト（シプレイ・ファーイ
ースト社製microposit S1818）を同条件でスピンコートした。
【０１４８】
　スピンコートした後、Ｓｉ基板２をホットプレート上に置き、９０℃，１分間 の条件
でベークした。ベーク後、モノクロロベンゼン中にフォトレジスト１６をコートしたＳｉ
基板２を５分間浸し、窒素ブローで乾燥させた後、オーブンに入れ８５℃，５分間の条件
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でベークした。ベーク後、アライナーを用い触媒パターンを露光し、現像液（クラリアン
ト社製 AZ300MIFデベロッパー（2.38%））中で４分間現像した後、流水で３分間リンスし
、窒素ブローで乾燥させた。
【０１４９】
　フォトレジスト１６をパターニングしたＳｉ基板２上に、ＥＢ真空蒸着機を用いＳｉ、
ＭｏおよびＦｅ触媒１７を、厚さがＳｉ／Ｍｏ／Ｆｅ＝１００Å／１００Å／３０Åとな
るよう、蒸着レート１Å／ｓｅｃ．で蒸着した｛図１０（ｂ）｝。蒸着後、アセトンを煮
沸しながらリフトオフし、アセトン、エタノール、流水の順に各３分間試料を洗浄し、窒
素ブローで乾燥させた｛図１０（ｃ）｝。
【０１５０】
　触媒１７をパターニングしたＳｉ基板２をＣＶＤ炉に設置し、Ａｒを用いてバブリング
したエタノールを７５０ｃｃ／ｍｉｎ．および水素を５００ｃｃ／ｍｉｎ．流しながら９
００℃，２０分間 の条件で、チャネルとなるカーボンナノチューブ１９を成長させた（
図１１）。この際、昇温および降温はＡｒを１０００ｃｃ／ｍｉｎ．流しながら行った。
【０１５１】
（ソース電極、ドレイン電極、及びサイドゲート電極の形成）
　カーボンナノチューブの成長後、ソース電極、ドレイン電極、及びサイドゲート電極を
それぞれ作製するために、再度前述したフォトリソグラフィー法により、Ｓｉ基板２上に
フォトレジスト１６をパターニングした｛図１２（ａ）｝。
【０１５２】
　パターニング後、ＥＢ蒸着により、ＴｉおよびＡｕの順にＴｉ／Ａｕ＝３００Å／３０
００Å、Ｔｉの蒸着レートが０．５Å／ｓｅｃ．、Ａｕの蒸着レートが５Å／ｓｅｃ．の
条件で、Ｓｉ基板２にソース電極４、ドレイン電極５、及びサイドゲート電極７を蒸着し
た｛図１２（ｂ）｝。蒸着した後、前述と同様に、アセトンを煮沸しながらリフトオフし
、アセトン、エタノール、流水の順に各３分間試料を洗浄し、窒素ブローで乾燥させた｛
図１２（ｃ）｝。
【０１５３】
　ソース電極４、ドレイン電極５、及びサイドゲート電極７をパターニングした後、素子
を保護するために、Ｓｉ基板２表面にＨＭＤＳを５００ｒｐｍ，１０秒間、４０００ｒｐ
ｍ，３０秒間の条件でスピンコートし、その上に前述したフォトレジストを同条件でスピ
ンコートした。その次に、オーブンにて１１０℃、３０分間の条件でフォトレジストを焼
き固め素子保護膜を形成した。
【０１５４】
（バックゲート電極の作成）
　Ｓｉ基板２裏面のＳｉＯ2膜２０をＲＩＥ（リアクティブ・イオン・エッチング）装置
を用いてドライエッチングし除去した。このとき、使用したエッチャントはＳＦ6で、Ｒ
Ｆ出力１００Wのプラズマ中で６分間エッチングを行った。裏面のＳｉＯ2膜２０を除去し
た後、ＥＢ蒸着によりＰｔおよびＡｕの順にＰｔ／Ａｕ＝３００／２０００Å、Ｐｔの蒸
着レートが０．５Å／分間、Ａｕの蒸着レートが５Å／分間の条件で、Ｓｉ基板２にバッ
クゲート電極（相互作用感知ゲート）９を蒸着した（図１３）。
【０１５５】
（チャンネル層の形成）
　次にＳｉ基板２表面に形成した素子保護膜を、煮沸したアセトン、アセトン、エタノー
ル、流水の順に各３分間洗浄し、除去した。次に、カーボンナノチューブ１９を保護する
ために、ソース電極４、ドレイン電極５、及びサイドゲート電極７をパターニングする際
のフォトリソグラフィー法と同様にして、フォトレジストを素子表面のソース電極４、ド
レイン電極５、及びサイドゲート電極７以外の部分にパターニングしチャンネル保護層１
６とした（図１４）。以上の工程を経て完成したカーボンナノチューブ－電界効果トラン
ジスタ（以下適宜、「ＣＮＴ－ＦＥＴ」という）の概略図を図１５に示す。
【０１５６】
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［２．センサを用いた特性測定］
　作製したＣＮＴ－ＦＥＴを用いて、以下の手法により、抗体固定化前後の特性測定を行
なった。
　バックゲート電極９に、酢酸バッファー溶液で希釈した濃度１００[μｇ／ｍＬ］のマ
ウスＩｇＧ抗体を５０μＬ滴下し、湿度９０％の湿潤箱で約１５分間反応させ、純水で表
面を洗浄し、抗体の固定化を行った。固定化の結果、図１６のようにバックゲート電極９
に特定物質として上記ＩｇＧ抗体１０が固定された。なお、図１６ではチャネル保護層１
６は二点鎖線で示す。
【０１５７】
　ＣＮＴ－ＦＥＴの電気特性評価は、Agilent社製 4156C半導体パラメータアナライザー
を用いて行なった。抗体を固定化する前後で電気特性の１種である伝達特性（ＶSG－ＩSD

特性）を測定し、測定値を抗体固定化の前後で比較することで行なった。その測定結果を
図１６に示す。このとき、サイドゲート電圧ＶSG＝－４０～４０Ｖ（０．８Ｖステップ）
でスイープさせ、その各点においてソース電圧ＶS＝０Ｖ、ドレイン電圧ＶD＝－１～１Ｖ
 （０．０２Ｖステップ）をスイープさせた時にソース電極・ドレイン電極間に流れる電
流（ソースドレイン電流）ＩSD Aを測定した。なお、図１７においてソースドレイン電流
が負の領域のグラフがＶSD＝－１．０Ｖにおける測定結果を示し、ソースドレイン電流が
正の領域のグラフがＶSD＝＋１．０Ｖにおける測定結果を示す。
【０１５８】
　図１７のソースドレイン電流が５μＡの部分に注目すると、抗体固定化後のサイドゲー
ト電圧は、固定化前のサイドゲート電圧と比較して+４７Ｖと非常に大きく変化していた
。この測定結果から、抗体固定化前後でＣＮＴ－ＦＥＴの伝達特性が極めて大きく変化し
、バックゲート表面近傍で起こる抗体固定化による相互作用を直接測定ができることがわ
かった。このことから、本発明によるセンサーが極めて高感度の化学物質検出能力を有し
ていることが示され、検出対象物質－特定物質間の相互作用の検出に利用できることが推
察される。
【産業上の利用可能性】
【０１５９】
　本発明は、化学分析、物理分析、生物分析などの分析に広く利用することができ、例え
ば、医療用センサやバイオセンサとして用いて好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１６０】
【図１】本発明の第１実施形態としてのセンサを示すもので、（ａ）はトランジスタの斜
視図、（ｂ）はトランジスタの側面図である。
【図２】本発明の第２実施形態としてのセンサを示すもので、（ａ）はトランジスタの斜
視図、（ｂ）はトランジスタの側面図である。
【図３】本発明の第３実施形態としてのセンサを示すもので、（ａ）はトランジスタの斜
視図、（ｂ）はトランジスタの側面図である。
【図４】本発明の第４実施形態としてのセンサを示すもので、（ａ）はトランジスタの斜
視図、（ｂ）はトランジスタの側面図である。
【図５】本発明の第５実施形態としてのトランジスタを示すもので、（ａ）はトランジス
タの斜視図、（ｂ）はトランジスタの側面図である。
【図６】本発明の第６実施形態としてのトランジスタを示すもので、（ａ）はトランジス
タの斜視図、（ｂ）はトランジスタの側面図である。
【図７】（ａ）～（ｄ）はいずれも、本発明の一実施形態にかかるトランジスタの製造方
法の一例を説明する図である。
【図８】本発明の一実施形態にかかるトランジスタの製造方法の一例を説明する図である
。
【図９】本発明の一実施形態にかかるトランジスタの製造方法の一例を説明する図である
。
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【図１０】（ａ）～（ｃ）はいずれも、本発明の実施例を説明する図である。
【図１１】本発明の実施例を説明する図である。
【図１２】（ａ）～（ｃ）はいずれも、本発明の実施例を説明する図である。
【図１３】本発明の実施例を説明する図である。
【図１４】本発明の実施例を説明する図である。
【図１５】本発明の実施例を説明する図である。
【図１６】本発明の実施例を説明する図である。
【図１７】本発明の実施例の結果を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１６１】
１Ａ～１Ｆ　トランジスタ
２　基板
３　低誘電層
４　ソース電極
５　ドレイン電極
６　チャネル
７　サイドゲート
９　バックゲート（電圧非印加電極構造部材）
１０　抗体
１１　高誘電層
１２　バックゲート
１３　絶縁膜
１４　トップゲート（電圧非印加電極構造部材）
１５　サイドゲート（電圧非印加電極構造部材）
１６　フォトレジスト（チャネル保護層）
１７　触媒
１８　ＣＶＤ（化学気相堆積法）炉
１９　カーボンナノチューブ
２０　スペーサ層（絶縁層）
２１　絶縁体
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